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チェックリストの活用について 
 

 世田谷区の設備審査担当では、建築基準法関連規定に基づく給排水ガス、換気、排煙、非

常用照明、避雷針、昇降機等の建築設備の審査、低炭素建築物認定、建築物省エネ法の届

出等の業務を行っています。 

 本チェックリストでは、区へ申請等を行う場合に、設備審査担当業務の中で見受けられる疑

義や不備に関する項目を法律分野と設備種別毎にまとめています。申請等の提出にあたっ

ては、設計図書等をこのチェックリストと照らし合わせて予め確認いただくと、審査等業務の円

滑、迅速化に繋がりますので、ご活用ください。なお、チェックリスト（番号の前にある□は、チ

ェック欄となっております）の内容は一般的なケースを想定して作成していますので、実際に

提出いただく具体的な計画の内容によっては、これにより難い場合もあります。 

 なお、指定確認検査機関へ確認申請を予定している場合は、当該機関との打合せをお願い

します。 

 

 

 

建築基準法 

 （目的） 

 第１条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め

て、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを

目的とする。 

  

上記の通り、建築基準法では建物を建築する際の最低の基準を定めたものです。そのた

め、設計を進めるに当たっては、その最低限の基準が単なる目標値となるのではなく、法律

条文一つ一つの主旨を汲み取った設計とすることが求められます。また、条文の中には理解

しにくい部分もあり、その解釈が各設計者によって異なることもありますので、そのような解釈

の違いが大きく起こらないように、このチェックリストを作成しています。 

 また、チェックリスト項目の中には、「指針」・「昇指針」等によるものもありますが、法の主旨

から読み取れるものとご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

注： 改正法等の公布施行日の都合により、本リストの内容に相違が生じる場合があります。 
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注記 

1. 資料を参照するにあたって、世田谷区では安全側で取り扱っています。 

2. 法律改正に伴い参照条文が相違している場合があります。 

3. 以降チェックリスト内の表記は以下のことを示します。 

「法」とは「建築基準法」 

「令」とは「建築基準法施行令」 

「則」とは「建築基準法施行規則」 

「告」とは「建設省告示、国土交通省告示」 

「安」とは「東京都建築安全条例」 

「火予条」とは「東京都火災予防条例」 

「火予規」とは「東京都火災予防条例施行規則」 

「ユ推条」とは「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例」 

「ユ推規」とは「世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施行規則」 

「指針」とは「東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指針2003年版」 

「昇指針」とは「東京都昇降機行政に関する設計・施工上の指針2004年版」 

「昇基準」とは「昇降機技術基準の解説2009,2014,2016年版」 

「助言」とは「地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言」 

「予防基」とは「東京消防庁監修 予防事務審査・検査基準（Ⅰ）」 

「建築物省エネ法」とは「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」 

「エコまち法」とは「都市の低炭素化の促進に関する法律」 

「長期優良住宅法」とは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」 

「マニュアル」とは「建築物のシックハウス対策マニュアル」 

「給排水」とは「給排水設備技術基準･同解説2006年版」 

「設備指針」とは「建築設備設計･施工上の運用指針2003・2013・2019年版」 

「避難規定」とは「建築物の防火避難規定の解説2016」 

「長期」とは「長期優良住宅認定等に係る技術的審査マニュアル2018」 

「低炭」とは「低炭素建築物認定に係る技術的審査マニュアル2015住宅編」 

「省認」とは「建築物省エネ法第３０条・第３６条に基づく認定に係る技術的審査マニュア

ル2017住宅編」 

「標準」とは「エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版）解説 最新版」 

「モデル」とは「モデル建物法入力支援ツール解説 最新版」 

「建研」とは「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」 
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参考資料 

資料名 著者等 

「建築物の防火避難規定の解説2016」 編集 日本建築行政会議 

発行 ㈱ぎょうせい 

「建築設備設計･施行上の運用指針

2003,2013,2019年版」 

編集 日本建築行政会議 

発行 一般財団法人 日本建築設備･昇降機

センター 

「東京都建築設備行政に関する設計･

施工上の指針2003年版」 

発行 財団法人 日本建築設備･昇降機セン

ター 

「東京都昇降機行政に関する設計･施

工上の指導指針2004年版」 

発行 財団法人 東京都昇降機安全協議会 

「東京都建築安全条例とその解説」 発行 社団法人 東京都建築士会 

「昇降機技術基準の解説 

2009,2014,2016年版」 

編集 一般財団法人 

日本建築設備･昇降機センター 

一般社団法人 日本エレベーター協会 

「給排水設備技術基準・同解説2006年

版」 

発行 財団法人 日本建築センター 

「新・排煙設備技術指針 1987年版」 発行 財団法人 日本建築センター 

「業務用ガス機器の設置基準及び実

務指針」 

発行 財団法人 日本ガス機器検査協会 

「ガス機器の設置基準及び実務指針」 発行 財団法人 日本ガス機器検査協会 

「建築申請ｍｅｍｏ」 発行 新日本法規出版株式会社 

「2005年版換気・空調設備技術基準･

同解説｣ 

編集 建設省住宅局建築指導課 

財団法人日本建築設備･昇降機センター 

発行 (株)ｼｰｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

長期優良住宅認定等に係る技術的審

査マニュアル2018 

発行 一般社団法人 

住宅性能評価・表示協会 

低炭素建築物認定に係る技術的審査

マニュアル2015住宅編 

発行 一般社団法人 

住宅性能評価・表示協会 

建築物省エネ法第30条・第36条に基づ

く認定に係る技術的審査マニュアル

2017住宅編 

発行 一般社団法人 

住宅性能評価・表示協会 

エネルギー消費性能計算プログラム

（非住宅版）解説 最新版 

国立研究開発法人 

 建築研究所ホームページ 

モデル建物法入力支援ツール解説 

最新版 

国立研究開発法人 

 建築研究所ホームページ 

建築物省エネ法に係る適合義務（適合

性判定）・届出マニュアル 

一般財団法人 

住宅・建築ＳＤＧｓ推進センター 

ホームページ 

建築物のエネルギー消費性能に関す

る技術情報 

国立研究開発法人 

 建築研究所ホームページ 
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１．給排水衛生設備 
 

根拠規定 

法第２条三号、法第１９条第３項、法第３１条、法第３６条 

令第２８条、令第２９条、令第３０条、令第３１条、令第３２条、令第３３条、令第３４条、令第

３５条、令第１１２条第２０項、令第１２９条の２の３、令第１２９条の２の４ 

 

□１ 給水、給湯、ガス、排水その他の配管設備を平面図や配置図に図示した。 

（則第 1 条の３第４項、告 H１２年第１３９０号、告 S５０年１５９７号） 

注 建物の用途規模に関係なく添付が必要です。 

 

□２ 水槽への給水口に対する吐水口空間を確保し、冷蔵庫、水飲器、滅菌器、空調ドレ

ンなどは排水口空間を確保した間接排水とした。 

（告 H１２年第１３９０号、告 S５０年１５９７号第２第一号ロ、設備指針） 

 

□３ 受水槽の設置を計画しているので、六面点検が容易に行えるよう水槽周囲の点検ス

ペース寸法、マンホール直径、カギ付、容量等を記載した。 

（告 S５０年第１５９７号、指針） 

 

□４ 屋内や地階に受水槽の設置を計画しているので、受水槽室やピット内の人通口、他

の配管の設置、貫通、受水槽ピットと他のピットとの連絡はしていないことを確認した。

また、オーバーフロー、ドレン等の排水については汚水や雑排水系統へ流した。 

（設備指針、給排水） 

 

□５ 防火区画等を貫通する配管類について、本チェックリスト６．防火設備□６を確認した。 

 

□６ 建物からの排水管を公共下水道に接続した。 

（下水道法第１０条第１、３項） 

 

□７ 建物からの排水管を公共下水道に接続するにあたり、下水道局に事前に処理区域を

確認した。 

（下水道法第１０条１項及び３項） 

世田谷区内では下水道の処理すべき区域が、合流区域と分流区域に分かれていま

す。 

分流区域では雨水と汚水・雑排水の系統を別に処理する必要があるので、計画地域

を確認のうえ排水計画を行ってください。また、雨水系統に浸透桝を設置する場合で

もそれらを連結し、オーバーフローをとってください。なお、雨水下水管が敷設されて

いない汚水先行分流区域では、雨水排水を側溝へ接続してください。 

合流区域では、雨水排水管を汚水排水管に連結する部分の雨水排水管側にトラップ

を設けてください。 

（告 S５０年１５９７号第２第三号イ） 

なお、いずれの場合も工事前に下水道局へ排水設備計画届を行う必要があります。 

 

□８ 計画地は公共下水が公示されていない区域なので、浄化槽または便槽を設置した。 
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□９ 排水槽を計画しているので、通気装置、点検用マンホール（直径の明示）、規定によ

る槽底部勾配を設けた。 

（告 S５０年１５９７号第２第ニ号） 

 

□１０ ディスポーザを計画しているので、日本下水道協会が作成した「下水道のためのデ

ィスポーザ排水処理システム性能基準」による規格適合評価及び製品認証を受け

たものしか使用できないことを踏まえ、事前に下水道局と協議した。 

（東京都下水道局） 

 

□１１ 給水主管から各系統への分岐部分にメンテナンス用の止水弁を設けた。 

（告 S５０年第１５９７号第１第一号ロ） 

 

□１２ 竪樋などの雨水排水立て管はその他の排水管や通気管と連結せず、独立した配管

とした。 

（告 S５０年第１５９７号第２第一号ハ） 

 

□１３ 飲食店を計画しているので、厨房などから油脂などを含む排水に配管設備の機能

を妨げるものが含まれているので、グリーストラップなどの阻集器を設置した。 

（告 S５０年第１５９７号第２第四号） 

 

□１４ 給湯器の設置を計画しているので、その固定方法の具体詳細について明示した。 

（告 H１２年１３８８号第５） 

 

□１５ 潜熱回収型給湯器の設置を計画しているので、JWWA 認証製品であることを確認し、

ドレン排水管を設け、間接排水とした。 

（告 H１２年第１３９０号、告 S５０年１５９７号第２第一号ロ、下水道法１０条１、３項） 

 

□１６ 屋上に水槽等建築設備を設置するため、その構造計算書等必要な設計図書を添

付した。 

（告 H１２年１３８９号） 

 

参考  建築基準法関係規定…水道法第１６条、下水道法第１０条第１項、同第３項、第２５

条の２、第３０条第１項、消防法第９条、同第１７条、浄化

槽法第３条の２第１項、液化石油ガスの保安の確保及び

取引の適正化に関する法律第３８条の２、高圧ガス保安

法第２４条 
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２．換気空調設備 
 

根拠規定 

法第２条三号、法第２８条第２、３項、法第２８条の２第三号、法第３６条 

令第９条一号、令第２０条の２、令第２０条の３、令第２０条の８、令第２２条の２、令第２８条、

令第１１２条第２１項、令第１２９条の２の３、令第１２９条の２の５、令第１２９条の２の６ 

 

＜居室換気、火気換気設備＞ 

□１ 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その居室の床面積に対して、２０

分の１以上の開口面積を確保した。または、開口部が確保できないので換気設備を

設けた。 

 

□２ 居室の換気上有効な開口部を床面積に対する２０分の１以上の開口部で検討予定だ

が、当該開口部に格子やルーバー等を設置する計画なので、有効開口面積にそれら

の有効開口率を乗じて検討した。 

 

□３ 隣地境界線から有効で２５０ミリメートル以上離れていてかつ直接外気に面した換気

上有効な窓とした。(住宅等の地階は除く) 

（設備指針） 

 

□４ 地階を除く階が３以上ある、または、地階に居室を有するためダクトは不燃材料とし、

材質・太さ・経路を明示した。 

 

□５ レンジフード排気用などの火気使用部（電磁調理器、電気コンロ、将来設置部分を含

む）に使用する換気ダクトは、厚さ０．５ミリメートル以上のスチールやステンレス製の

スパイラルダクト等内面が滑らかなものを用い、厚さ５０ミリメートル以上のロックウー

ル等のしゃ熱材、または、消防認定品を用いて被覆した。 

（火予条第３条の２第１項第２号ハ・ト、予防基第３章第２節第２） 

 

□６ ガスによる給湯器やコンロ、屋内排気型暖房機、衣類乾燥機等を設置するにあたり、

これらの器具は火気使用部となるので、ガス配管と共に機器の設置位置を平面図に

明示し、必要に応じた換気設備を設置した。 

 

□７ 火気使用室には必要換気量を計算式によって算出し、その換気量を上回る有効換気

量（ダクトやベンドキャップ、ウェザーカバーによる全圧力損失を考慮した換気量）を

確保しているかの確認をした。 

 

□８ 排気フードを設置し、Ｎ＝２０または N＝３０で検討しているので、排気フードと火源の

位置を明示した。 

（告 S４５年第１８２６号、設備指針） 

注 令第２０条の３第１項第２号において延べ面積１００平方メートル以下かつ燃料消

費量Ｑが１２キロワット以下の場合は調理室床面積の１０分の１以上の有効開口

面積で換気設備の設置は不要となっていますが、信頼性が欠けるという設備指針

等の考え方に基づき機械換気設備を設置して下さい。 
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□９ 上記のＱ（燃料消費量）に対し１キロワット当たり８．６平方センチメートルの給気口を

設けた。また、６キロワットを超えたため、給気口は直径１５０ミリメートル程度とした。 

（指針） 

 

□１０ 電磁調理器や電気式コンロを使用する電化厨房のミニキッチンを計画しているため、

換気風量が毎時２００立方メートル以上の排気ファンとした。または、一般家庭用

（二口以上）を計画しているので、換気風量毎時３００立方メートル以上の排気ファン

（給気口は直径１５０ミリメートル程度以上の大きさのもの）を設置した。 

（設備指針） 

 

□１１ 給気口を設けた室と火を使用するキッチンの間に間仕切りがあるため、中間スリー

ブ、ドアガラリ等の有効な給気経路を設け、その具体を明示した。 

（設備指針） 

 

□１２ 住宅の居室や学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室を地階に計画したため、告

示に定めるから掘りを設け、換気上有効な開口部（床面積２０分の１）での検討をし

た。または、これによることが出来ないため、令第２０条の２の換気設備を検討した。 

（告 H１２年１４３０号） 

 

□１３ 換気風量は、ダクトやベンドキャップ等全圧力損失を考慮した有効換気風量での検

討をした。 

(告 S４５年第１８２６号第２、告 H１５年第２７４号第 1 の一) 

 

□１４ 住宅に５０平方メートルを超える地下自動車車庫を計画しているが、二方面以上開

放されていないので、換気設備を設置した。 

（安第３１条） 

 

＜シックハウス対策換気設備＞ 

□１ すべての居室を常時換気する能力（前記□１１を含む）の機械換気設備を設けた。 

(告 H１５年第２７４号第１の二、マニュアル) 

注 第三種換気方式で浴室やトイレ、台所の換気扇を常時換気とした場合、各居室

には直径１００ミリメートル程度の給気口と、換気扇が設置されている室までの換

気経路を確保するためのガラリや建具アンダーカットを設けてください。なお、延焼

のおそれのある部分等には常時給気の観点から、防火設備とならない換気かまち

は使用出来ません。（防火設備としての大臣認定品に関しては別途相談ください。

ただし、その内容はサッシとしての認定ではなく給気口に関しての認定となるので

注意が必要。）  

 

□２ 申請図書には換気図のほか建具アンダーカットやガラリを明示したほか、部屋別換

気一覧や有効換気風量の設計根拠となる換気扇の型名、能力線図(カタログコピー

等)を別添した。 

(則第１条の３第４項、マニュアル) 

 

□３ 用途や建材に応じた換気回数、風量とした。 

(告 H１５年第２７３号、告 H１５年第２７４号) 
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□４ 換気スイッチは容易に切れない構造とした。 

(マニュアル) 

 

□５ 令２０条の２による居室の機械換気設備等と兼用するために、換気風量を切り替える

ことの出来る換気扇としたので、最小換気風量が常時換気量を満たしていることを確

認した。 

 

＜沿道対策＞ 

□１ 世田谷区の環状７号線または環状８号線沿道地区計画に基づき、設備開口部に対

する防音の措置を行った。 

(法第６８条の２、令第１３６条の２の５、世田谷区環七に係る沿道地区計画の区域内

における建築物の制限に関する条例６条、世田谷区環八に係る沿道地区計画の区

域内における建築物の制限に関する条例７条) 

 

店舗では 
□１ テナントなどの内装が決定していないので、内装決定後も適法に換気設備を設置で

きるよう直径１５０ミリメートル程度のスリーブを予め複数設けた。 

（指針） 

 

□２ テナントが決まっていないので､シックハウス対策換気設備の必要換気回数は０．５で

の検討とした。 

 

参考 建築基準法関係規定…消防法第９条、同第１７条、駐車場法第２０条、ガス事業法

第４０条の４、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正

化に関する法律第３８条の２、高圧ガス保安法第２４条 
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３．排煙設備 
 

根拠規定 

法第２条三号、法第３５条 

令第１２６条の２、令第１２６条の３ 

 

□１ 建築物の用途や延べ床面積などの条件により、建築物全体に排煙設備が必要な場

合と居室に対して必要な場合があるので、それらに応じた検討を行った。 

 

① 劇場、病院、学校（一部例外あり）、百貨店等（法別表第1（い）欄（一）～（四））の

特殊建築物で延べ面積５００平方メートルを超える建築物なので、 

建築物全体（居室・非居室等建築物全ての部分）に排煙設備が必要。 

 

② 階数3以上で延べ面積５００平方メートルを超える建築物なので、 

建築物全体（居室・非居室等建築物全ての部分）に排煙設備が必要。 

 

③ 令１１６条の２第１項第二号（排煙上有効な開口部）に該当する窓その他の開口

部を有しない居室なので、 

居室に排煙設備が必要。 

 

④ 延べ面積１，０００平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が２００平方

メートルを超えるものなので、 

居室に排煙設備が必要。 

 

□２ 上記③について、窓等の開放できる部分（天井または天井から下方８０センチメート

ル以内の距離にある部分に限る。）を、その居室の床面積に対して、５０分の１以上

確保し、排煙設備設置の適用除外とした。 

 

□３ 上記③について、開口部に格子やルーバー等を設置する計画なので、有効開口面

積にそれらの有効開口率を乗じて検討した。 

 

□４ 自然排煙（または告H１２年第１４３６号第四号適用部分）、機械排煙を適用する室ま

たは居室相互で、開口しているダクトがあるので、貫通部分にＳＤの設置を検討した。 

（設備指針） 

 

□５ 告H１２年第１４３６号第四号二（４）としたので、扉を設け不燃仕上のものとした。ま

た、扉（注）の上部から天井まで垂壁形状のものを５００ミリメートル以上設けた。また

は、扉の上部から天井まで５００ミリメートル確保できないので、３００ミリメートル以上

確保し扉を自閉とした。 

（設備指針） 

注 扉は可能な限り常閉や自閉としてください。 

 

□６ 排煙口の手動開放装置は、壁の場合床面から８０センチメートル以上１．５メートル

以下の位置に、天井から吊り下げている場合は床面からおおむね１．８メートルの高
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さに設け、その位置を図面に明示した（機械排煙とした場合も同様）。引違い窓を自

然排煙口とするので、クレセントの位置をそれとした。 

（告H１２年第１４３６号第一号） 

 

□７ 船底天井、傾斜天井、ルーバー天井等なので、自然排煙は天井の一番高いところ

からの検討とした。（平均天井高が３メートル以上の場合は、平均天井高さの２分の

１以上かつ２．１メートル以上の高い部分にある防煙壁下端から排煙口上部までが

排煙上有効となります。） 

（告H１２年第１４３６号第三号） 

 

□８ 排煙上の２室を１室とする取扱いは、排煙設備を必要とする建物かどうかによって

異なるので、事前に相談した。 

（避難規定） 

 

□９ 駐車場の排煙で建告平１２年第１４３６号第四号の検討としたが、地階に関しては第

四号ニ（１）、（２）は適用除外となるので、消防法に基づく消火設備を設置し第四号

ハとした。 

（告H１２年第１４３６号第四号） 

 

□１０ 排煙口または令第１１６条の２第１項第二号による居室に対する排煙上有効な開口

部は、隣地境界線から有効で２５０ミリメートル以上離れていて、かつ、直接外気に

面した排煙上有効な窓とした。 

（設備指針） 

 

□１１ 令第１１６条の２第１項第二号による居室に対する排煙上有効な開口部が、トップラ

イトや高所で手の届かない部分にあるので、下から容易に開けられる構造とした。 

（設備指針） 

 

専用住宅・長屋について 
□１ 階数が２以下で、延べ面積が２００平方メートル以内の住宅または床面積の合計が２

００平方メートル以下の長屋の住戸の居室で、その床面積の２０分の１以上の換気上

有効な窓や開口部があるので、適用除外規定を明示し、その部分の排煙計算を省略

した。 

（告 H１２年第１４３６号第四号イ） 

 

□２ 防火、準防火地域内での戸建て住宅の計画だが、住戸の延べ面積が２００平方メート

ルを超えたため、建築物の規模により令第１１６条の２第１項第二号または令第１２６

条の２、令第１２６条の３の検討をした。 

 

□３ 延べ面積（長屋に関しては当該住戸の面積）が２００平方メートルを超えている若しく

は階数（長屋に関しては当該住戸の階数）が３以上（地下１階地上２階等）のため、排

煙上有効な開口部または排煙設備の検討をした。 

 

□４ 地下１階地上２階で延べ面積２００平方メートル以下の地下車庫と住戸間に出入口が

ないため、車庫部分の面積を排煙対象部分から除いた。（階数３からの除外） 



 12

（告 H１２年第１４３６号第四号イ、避難規定） 

 

□５ 長屋全体が階数３以上で延べ面積が５００平方メートルを超えるので、室（居室以外）

についても５０分の１の排煙設備の検討をした。 

 

共同住宅について 
□１ 一住戸部分の延べ面積は２００平方メートル以内だが、耐火構造若しくは準耐火構造

の床若しくは壁または特定防火設備若しくは防火設備で区画されていないため、建

築物の規模に応じ、令第１１６条の２第１項第二号または令第１２６条の２、令第１２６

条の３の検討をした。 
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４．非常用の照明装置 

 

根拠規定 

法第２条三号、法第３４条第２項、法第３５条 

令第１２６条の４、令第１２６条の５、令第１２９条の１３の３第３項第六号 

 

□１ 建築物の用途や延べ床面積などの条件により、設置要件が異なるので、それらに

応じた検討を行った。 

 

Ⅰ）居室に対して 

①劇場、病院、学校（一部例外あり）、百貨店など（法別表第1（い）欄（一）から（四））

の特殊建築物の居室 

 

②階数３以上で延べ面積５００平方メートルを超える建築物の居室 

 

③令１１６条の２第１項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室 

 

④延べ面積１，０００平方メートルを超える建築物の居室 

 

Ⅱ）居室以外に対して 

Ⅰ）の各居室から地上に通ずる廊下、階段、その他通路、その他これらに類する建築

物の部分（避難経路となりうる廊下、ロビー、居室等） 

 

□２ 予備電源の具備、床面で１ルクス（蛍光灯やＬＥＤ照明の場合は２ルクス）以上の照

度を確保することの出来る範囲を図示した。 

（則第１条の３第４項、告 S４５年１８３０号） 

 

□３ 大臣認定やＪＩＬ適合を取得している照明装置の詳細を添付した。 

（則第１条の３第４項、告 S４５年１８３０号） 

 

□４ ただし書き四号を適用するので、採光計算や避難経路の距離など、適用除外規定適

用可否判断に必要な内容を添付明示した。 

（告 H１２年第１４１１号） 

 

共同住宅について 
□１ 非常用照明を開放されていない（面積算入している）階段、廊下、及び管理（人）室、

風除室、エントランスホール、エレベーター機械室等に計画した。 

（昇指針、設備指針） 

 

店舗・事務所について 
□１ 内装等は決定していないが、室内全部の範囲を補える非常用照明を計画した。また

は、工事完了前に内装が決定したのでその実況に則し、法第６条第１項の計画変更

申請時もしくは、軽微変更（法第１２条第５項）の報告に必要な場所に計画し直した。 
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５．避雷設備 
 

根拠規定 

法第２条三号、法第３３条、法第３６条 

令第１２９条の１４、令第１２９条の１５ 

 

□１ テレビアンテナ等の設備を含めて高さが２０メートルを超えたので避雷針等の避雷設

備を計画した。 

（告H１２年第１４２５号、設備指針、指針、ＪＩＳ-Ａ４２０１-１９９２、ＪＩＳ-Ａ４２０１-２００

３） 

 

□２ テレビアンテナ、受水槽などの金属体が、避雷銅線から１．５メートル以上離した位置

に配置できない計画なので、それらを電気的に接続した。 

（設備指針） 

 

□３ 躯体の鉄筋を引下げ銅線に代えて用いる計画なので、完了検査時に不可視部分と

なる鉄筋相互の電気的接続部分を、予め写真撮影等で記録し完了検査時に提示で

いるよう準備した。 

（設備指針） 
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６．防火区画、防火設備 
 

根拠規定 

法第２条九の二号ロ、法第３６条、法第６１条 

令第１１２条第１１項、令第１１２条第１９項、令第１１２条第２０項、令第１１２条第２１項、令

第１２３条第２項、令第１２９条の２の４ 

 

□１ 延焼の恐れのある部分のダクトや換気扇等開口部にＦＤを計画した。また、開口面

積が１００平方センチメートル以下の部分に関してはステンレスかスチール製(アルミ

製の場合は厚さ１．２ミリメートル以上)のベントキャップを取り付ける計画なので、ＦＤ

を省略した。 

（告H１２年第１３６９号の第１の十、設備指針） 

 

□２ 延焼の恐れのある部分のダクト開口部なのでＦＤの設置が必要だが、ベントキャップ

式ではメンテナンスが困難（３階以上等の直接屋外に面する部分）になるので、隠ぺ

い式のＦＤとし、点検口（一辺が４５センチメートル以上）を設けた（バルコニー部など

外部から容易に点検等できる場所に設置している場合はベントキャップ式でも可）。 

（告H１２年第１３７６号第３、設備指針） 

 

□３ 火気使用部の排気ダクトに設けるＦＤのヒューズは、通常使用による水蒸気等の高

温排気により誤作動する恐れがあるので、作動温度１２０度のものとした。 

（設備指針） 

 

□４ 階段室内（屋外階段を含む）の開口部・ダクト貫通には制限があるため（階段室から

０．９メートル内も同様）、階段室及び屋外避難階段から２メートル内には開口部を設

けない計画とした。 

（設備指針） 

 

□５ 階段室（屋外階段を含む）や階段近くの避難経路（避難階段の２メートル内を含む）

となる部分に給湯器を設置する計画なので、設置条件を区と所轄の消防署予防係

の両方に事前相談をした。 

（設備指針） 

 

□６ 配管等が区画を貫通する場合は、その部分の処理方法が定められているため、ど

のような計画になっているかを明示した。また、延焼の恐れのある部分の外壁を貫

通する配管類についても同規定を準用した。 

（告H１２年第１４２２号） 

 

□７ 都安全条例第８条の区画を貫通する換気ダクトに防火ダンパーを設けた。また、区画

内外に通じるダクトだったのでＳＦＤとした。または、区画内外に通じず通過するだけ

のダクトなのでＦＤとした。 

（安第８条、安第７４条） 
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□８ 竪穴区画を形成するエレベーター乗場戸なので、大臣認定番号（ＣＡＳ）を記載した。 

（則１条の３） 

 

□９ 竪穴区画を形成する小荷物専用昇降機出し入れ口なので、０．８ミリメートル以上の

鋼板製で、戸当り部分に難燃性ゴムを用いた相じゃくりとし、隙間を生じない構造とし

た。 

（昇指針） 

 

□１０ 防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける必要があるが、区画部分に設置でき

ないので、貫通部の近接に設けた。 

（告 H１２年第１３７６号） 

※告示内容にある通り近接している必要があるので、ご注意ください。 
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７．煙突 
 

根拠規定 

法第２条三号、法第３６条 

令第１１５条 

 

□１ 暖炉や薪ストーブを設置するため、令第１１５条に定められた煙突の構造（防火含む）

とし、その詳細計画を明示した。 

（告 H１６第１１６８号、告 S５６年第１１１２号） 

 

□２ 暖炉の煙突の有効断面積を求め、給気口についても同様とした。 

（告 S４５年第１８２６号第３第三号ロ） 

 

□３ 令第１１５条第１項第７号のボイラー（燃料消費量が毎時２５キログラム[定格入力約

毎時１６３キロワット]以上のもの）を使用するため、建告Ｓ５６年第１１１２号に基づく検

討図書を添付した。 

（助言 住指発 S５６年第１６６号） 

 

注 煙突に関するこれらの内容は、設置する建築物に対して要求される防火・換気上

の規定に関する判断基準を示したものであり、臭いや煤煙等による環境問題など、

近隣や周辺地域との合意・配慮は、設置者の責任判断となります。 
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８．昇降機 
 

根拠規定 

法第２条三号、法第３４条、法第３６条、法第８７条の４ 

令第２３条、令第１１２条１１項、令第１２９条の３、令第１２９条の４、令第１２９条の５、令第

１２９条の６、令第１２９条の７、令第１２９条の８、令第１２９条の９、令第１２９条の１０、令第

１２９条の１１、令第１２９条の１２、令第１２９条の１３、令第１２９条の１３の２、令第１２９条

の１３の３ 

 

□１ 計画建築物が法第６条第１項第四号のため、設置を予定している昇降機は併願申請

となるので、建築物の確認申請に昇降機に関する計算書や図面などの設計図書を

添付した。 

（昇指針） 

注 令和７年４月以降法第６条第１項第四号は廃止される予定です。 

 

□２ 計画建築物が法第６条第１項第四号以外のため、設置を予定している昇降機は別願

申請とする予定だが、建築物の高さや構造計画に影響のある昇降路の寸法を明示

するため、建築物の確認申請に、昇降路の頂部隙間やピット深さの計算書や図面な

どの必要な設計図書を添付した。 

（告 H１２年第１４２３号） 

 

□３ 竪穴区画が必要な建築物及び防火区画を必要とする建築物に設置するエレベータ

ーのため、防煙性能を有する防火戸を計画した。 

 

□４ 機械室への階段、経路、出入口はそれぞれ必要な寸法等が確保できている。 

（安第８０条） 

 

□５ 外廊下等、外部にエレベーター出入口が直接面しており、昇降路に雨が侵入し昇降

機が故障することを避けるため、雨線角度４５度の雨除けスクリーンを設けた。 

（昇指針） 

 

□６ 計画している昇降路のピット深さが１．２メートル以上のため、タラップを設けた。 

（昇指針） 

 

□７ エレベーターの外部インターホンの位置は、下表の何れか通りとした。 

（昇指針） 

 

 管理人が常駐の場合  管理人室等に１カ所 

 管理人室はあるが管理人

が常駐しない場合 

 管理人室に１カ所、居住階の最下階または避難階の乗

降ロビーに１カ所 計２カ所 

 管理人がいない場合  居住階の最下階または避難階の乗降ロビーに１カ所 

 

□８ 機械室及び昇降路の耐火被覆は剥離しない被覆材（湿式の耐火被覆等）及び工法と
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した。 

（安第８０条） 

 

□９ 屋外に面したエレベーター機械室の出入口上部には雨水侵入防止として、４５０ミリメ

ートル以上の庇を設けた。 

（昇指針） 

 

□１０ いす式階段昇降機を計画しているので、設置される機器分を差し引いた階段の有

効幅を確保した。 

（避難規定） 

 

□１１ 非常用の昇降機を設置免除とするため、適用除外要件を明示した。 

 

 

長屋について 
□１ 住戸内のみを行き来するため、ホームエレベーターの計画とした。 

（告 H１２年第１４１３号、昇指針） 

注 共用で使用できる形態や、住戸間を行き来できる形態となっているものにホームエ

レベーターは設置できません。事前相談をされてから、確認申請を提出されること

をお勧めします。 

 

共同住宅について 
□１ 住戸内のみを行き来するためホームエレベーターの計画とした。 

（告 H１２年第１４１３号、昇指針） 

注 共用で使用できる形態のものには設置できません。事前相談をされてから、確認

申請を提出されることをお勧めします。 

 

□２ エレベーターは、防犯窓付き扉等の使用による防犯対策を行った。また、延べ面積３，

０００平方メートルを超えかつ地上５階以上の建築物なので、かごの奥行き２メートル

以上（トランク付でも可）とした。 

（安第７８条） 

注 昇降路が、他の防火区画により特定防火設備とする必要のある場合等は、防犯窓

が設けられないことがあります。 

 

□３ 階数が３で戸数が３０以上の集合住宅、階数が４で戸数が２０以上の集合住宅及び

階数が５以上の集合住宅のため、直接地上に通ずる出入口を有する階以外の階へ

通ずる次に定める構造のエレベーターを１以上設けた。 

（１）かご及び昇降路の出入口の有効幅員は、８０センチメートル以上とすること。 

（２）かごは、車いすで利用することができる大きさとすること。 

（３）高齢者、障害者、子ども等の円滑な利用のための付帯設備、音声誘導装置等を

設けること。 

（４）かご及び昇降路の出入口の戸に、かごの中を見通すことができる窓を設けること。 

（□２注参照） 

（５）昇降路の出入口の前の部分に、車いすを回転させることができる空間を確保す
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ること。  

（ユ推規第１１条第３項） 

 

 

店舗･事務所について 
□１ 併用住宅にホームエレベーターを設置するため、住宅部分の住戸内のみを行き来す

る計画とし、事前相談をした。 

（告 H１２年第１４１３号、昇指針） 

 

□２ 併用住宅にエレベーターを計画しているが、住戸部分と非住宅部分相互を行き来す

る計画なので、ホームエレベーター以外の昇降機とした。 

（告 H１２年第１４１３号、昇指針） 

 

既存昇降機の改修について 
□１ 部分的な取替・改修を計画しているので、確認申請の必要・不要を事前に相談した。 

（昇指針） 

注 なお、確認申請を要しない改修の場合においても、法第１２条５項に基づく報告が

必要となることがありますので、その場合は、防災街づくり担当部建築安全課の定

期報告担当にご相談ください。 

 

□２ 確認申請の必要な改修を計画しているので、対象昇降機が設置されている建築物の

既存不適格調書を、事前に相談の上作成し報告した。 

注 既存建物の検査済み証の有無や現況により、相応の不適格調書が必要となるた

め、建築意匠・構造設計者を含めた事前の相談が必要となります。 

 

既存建物への昇降機の新設等について 
□１ 昇降機の設置を計画している既存建物が法第６条第１項第四号であり、昇降機の確

認申請ができないため、事前に相談の上、法第１２条５項による既存不適格と昇降機

設置に関する報告を検討している。 

（昇指針） 

注 既存建物の検査済み証の有無や現況により、相応の不適格調書が必要となるた

め、建築意匠・構造設計者を含めた事前の相談が必要となります。 

注 令和７年４月以降法第６条第１項第四号は廃止される予定です。 

 

□２ 新設のため確認申請が必要となるので、対象昇降機を設置しようとしている建築物の

既存不適格調書を、事前に相談の上作成し報告した。 

注 既存建物の検査済み証の有無や状況に応じた不適格調書が必要となるため、建

築意匠・構造設計者を含めた事前の相談が必要となります。 

 

注 本チェックリストでの「ホームエレベーター」とは、令第１２９条の３第２項第１号による建

告 H１２年１４１３号第１第六号の「籠が住戸内のみを昇降するエレベーター」となります。

なお、製品カタログ等で「ホームエレベーター」と表記されているもの全てが当該告示と

完全一致しているわけではありません。 
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９．住宅用防災警報器 
 

根拠規定 

令第９条 

 

住宅では 
□１ 住宅用防災警報器は居室（居間、寝室など）、台所、階段（居室の存する最上階から

１階おき）に煙感知器（台所については熱感知器も可）を設置した。 

（消防法第９条の２、火予規第１１条の８） 

 
 

注 天井付けする場合は、壁より６０センチメートル以上、壁付けする場合は天井より１

５センチメートル以上５０センチメートル以内、エアコン等が有る場合は吹き出し口

から１．５メートル以上離す必要が有ります。詳しくは所轄消防署へご相談ください。 

 

長屋･共同住宅では 
□１ 住宅用防災警報器か自動火災報知設備のどちらが必要なのかを予め所轄消防署に

確認した。 

（消防法第１７条） 

 

 

参考 建築基準法関係規定…消防法第９条の２、同第１７条 
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１０．完了検査 
 

根拠規定 

法第７条 

 

□１ 現場施工が、確認済証の交付を受けた設計図書通りに完了し、正常に機能している

ことを確認した。 

（告 第８３５号第３） 

 

□２ 現場施工が、確認済証の交付を受けた設計図書と相違している箇所があるが、軽微

変更に該当することを事前に区へ確認しているため、完了申請書に軽微変更内容の

記載と当該説明図書を添付の上、工事完了していることを確認した。 

（則第３条の２） 

 

□３ 隠ぺい部や埋設部など、完了検査時に現場で目視確認できない箇所については、確

認済証の交付を受けた設計図書と整合していることを事前に確認の上、写真等で記

録し、完了検査臨場時に提示できるよう準備した。 

 

□４ 昇降機に関し、使用した鋼材等のミルシートを準備した。 

（助言 国住指４４４４） 

 

 

注 建築設備の防火区画等貫通箇所の処理状況や、火気使用ダクトの仕様・断熱措置、

外構排水設備トラップの設置状況、分流区域での下水道本管や雨水排水等の接続状

況などの確認について、特にご注意ください。 
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１１．省エネルギー届出等 
 

根拠規定 

建築物省エネ法第６条、第１１条、第１２条、第１９条 

 

□１ 計画建物の床面積（外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分）の合計が

３００平方メートル以上、又は、計画が一定規模以上の増改築なので、省エネルギー

措置に関して、行政庁へ工事着手予定日（届出済で変更が生じる場合は当該変更部

分の工事着手予定日）の２１日前までに届出をする予定でいる。 

（建築物省エネ法附則第３条第２項） 

注 建築物省エネ法規則第１３条の軽微変更に該当しない場合、当該変更部分の工

事着手予定日の２１日前までに変更届出が必要です。 

 

□２ 計画建物の床面積（外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分）の合計が

３００平方メートル以上で、外皮・一次エネルギー共に設計住宅性能評価書を取得し

たため、工事着手予定日の３日前までに届出をする予定でいる。 

（建築物省エネ法規則第１３条の２第２項） 

 

□３ 外皮面積やサッシ等の寸法、性能、断熱材の種類や施工範囲、空調設備等の仕様

詳細、それらと整合した各根拠図面など、各省エネ措置の内容を確認することのでき

る設計図書を届出に添付した。 

（建築物省エネ法規則第１２条） 

 

□４ 外皮・一次エネルギー共に設計住宅性能評価書を取得したため、その写しを添付し

届出に添付する図書の一部を省略した。 

（建築物省エネ法規則第１３条の２第３項） 

 

□５ 計画が省エネの措置が基準に適合していることを確認した。 

 

□６ 計画建物が共同住宅なので、共用部の計算はモデル建物法を用いることができない

ため、標準入力法で行った。 

（標準） 

 

□７ 計画建物が非住宅用途で、床面積の合計（外気に対して高い開放性を有する部分を

除いた部分）が３００平方メートル以上の新築となるので、省エネ適判を受けた。また

は、受ける予定だ。 

 

□８ 計画建物が飲食・物販等店舗だがスケルトン竣工する計画なので、設置される設備

での評価を行い、備考欄にその旨を記載した。 

 

□９ 届出書様式は最新のものを用いて作成した。 

（建築物省エネ法規則第１２条） 

 

□１０ 一次エネルギー計算において、戸や間仕切壁等がなく、主たる居室やその他居室
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と空間的に連続している非居室部分は、一体となる各居室面積に参入して計算した。

（省認） 

 

□１１ 計画建物が共同住宅や長屋なので、外皮計算において住戸間の温度差係数を 0.0

としたため、適用要件である全住戸の外気に接する壁及び開口部の熱貫流率が仕

様基準告示（H２８国交告第２６６号）の外皮熱貫流率基準値以下となっていて、か

つその他の外気に接する部位が無断熱でないことを確認明示した。 

（建研） 

 

□１２ 外皮面積や各居室面積をＣＡＤ計測により算出したが、その計測自体が整合してい

るか確認できるよう、各部位の長さ等を明示した。 

（建築物省エネ法規則第１２条） 

 

□１３ 複合建築物を計画しており、非住宅部がスケルトン竣工するため、隣接する住戸の

当該部は温度差係数 0.7 以上で計算した。 

 

 

注 令和７年４月（予定）以降は全ての新築住宅・非住宅建築物に基準適合が義務となり

ます。施行日以前に届出済であっても、工事着手日が施行日以降になると、基準適合

義務となりますので、ご注意ください。なお、令和６年度末（予定）をもって本届出制度

（変更の届出を含む）は廃止されます。 

 

注 計画変更の届出について、当該変更箇所の着工予定の２１日前までに届出が必要と

なります。 

 

注 平成２９年４月から「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の完全施行

に伴い、旧省エネ法に基づく改修に伴う届出及び定期報告制度は廃止となりました。 

 

注 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」の詳細は、国土交通省のホー

ムページ（下記アドレス）をご覧ください。 

Https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_House_tk4_000103.Html 

 

また、計算方法や各計算プログラム、建築物省エネ法 FAQ に関する情報は建築研究

所、IBECs、住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。 
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１２．低炭素建築物認定 
 

根拠規定 

エコまち法第５３条、第５５条 

 
□１ 低炭素建築物認定の取得を計画しているので、工事着手前に認定申請を行う予定だ。 

（低炭） 

 

□２ 低炭素建築物認定の取得後に計画変更が生じる可能性があるので、当該変更部分

の工事着手前に認定申請を行う予定だ。 

（低炭） 

注 計画の変更が軽微か否かは、適合証を発行した評価機関に事前に確認の上、ご

相談ください。 

 

□３ 外皮面積やサッシ等の性能、空調設備等の仕様詳細、それらと整合した各図面など、

計算内容を確認することのできる設計図書を申請書に添付した。 

（エコまち法規則第４１条、低炭） 

 

□４ 住宅型式性能認定を取得した部位を用いて外皮計算を行っているので、計算に用い

た部材の熱貫流率の根拠となる当該認定の写しを添付した。 

（助言 国住生２６７） 

 

□５ 日射熱計算のための方位は 8 方位で計算した。 

（低炭） 

 

□６ 各部位の貫流率・面積計算根拠となる断面構成・寸法を明示した。 

（エコまち法規則第４１条、低炭） 

 

□７ 各部位の熱貫流率計算や開口部性能値を JIS で規定されている物性値以外の値を

用いたので、その数値根拠資料を添付した。 

（低炭） 

 

□８ 事前に技術的審査を受け適合証を添付しているので、各設計図書に審査機関の検

印がある。 

 

□９ 設計住宅性能評価を取得しているので、申請書に設計住宅性能評価書の写しを添

付し、評価内容に関する計算書等の添付を省略した。 

（助言 国住生２６７） 

 

□１０ 一次エネルギー計算において、エアコンの消費効率（い）（ろ）や、換気設備比消費

電力の評価、節湯水栓、給湯ヘッダー以降全て１３A 以下や、全て LED 照明など、

一次エネルギー評価が有利になる適用を選択したので、設計図書として仕様書に

加え、仕様根拠となるエアコン資料や換気計算、配管図や照明器具配置図など、仕

様の裏付となる資料も添付した。 
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（低炭） 

 

□１１ 一次エネルギー計算において、戸や間仕切壁等がなく、主たる居室やその他居室

と空間的に連続している非居室部分は、一体となる各居室面積に参入して計算した。 

（低炭） 

 

□１２ 外皮面積や各居室面積をＣＡＤ計測により算出したが、その計測自体が整合してい

るか確認できるよう、各部位の長さ等寸法を明示した。 

（エコまち法規則第４１条） 
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